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■事業目的
持続性、安全性の高いキャッシュレスシステムであるICOCA電子マネーシス

テムを活用し、新見市内でのみご利用できる「地域ポイント」を付与すること
で、経済循環を創出するとともに市内経済の発展を目的とした事業です。
「決済・地域ポイント端末（A920端末）」をご利用いただくことでICOCA電

子マネー決済と、地域ポイントの利用を実現し、キャッシュレス化の推進にも
つなげてまいります。

■事業概要
市内でのお買い物、地域イベントへの参加などの活動により地域ポイントを

獲得し、そのポイントを加盟店でご利用いただくことで、市内消費・市内経済
循環の活性化を目指します。
またICOCA電子マネーをご利用いただくことでキャッシュレス社会に向けた

啓蒙・普及活動も期待されます。

・新見市ICOCA地域ポイントの事業内容

本市独自デザインのICOCAカードを作成し、全市民を対象として申請された
人に対し、予め1ポイント1円相当の地域ポイント5,000ポイントを付与して配
布します。新見市オリジナルICOCAに付与される地域ポイントは市内の加盟店
でのみ利用できるポイントのため市内での経済循環が生まれます。ポイント還
元事業などによりさらなる市内消費の拡大や市内経済循環の活性化を図るとと
もに、各種行政施策への参加促進にも活用していきます。
また、将来あらゆる分野へ活用の場を広げてまいります。

①ICOCA地域ポイント事業について

地域の商店で利用
お得にお買い物

住民間の助け合
いで地域ポイント

活用

将来

有効期限切れ
ポイントを
地域に還元

新見
ポイン
ト

お
買
物

イ
ベ
ン
ト

(

検
討
中)

公
共
交
通

(

検
討
中)



は、タッチするだけで

自動改札が通れる、JR西日本の

ICカード乗車券です。

電子マネーとして駅ナカのコンビニや

ショッピングセンター、飲料自販機等のほか、

（サービスマーク）のある街ナカの

お店でのお支払いにもご利用できます。

一般的な
ICOCAカード

・ICOCA電子マネーの利用
ICOCA地域ポイントシステムを導入すると加盟店にはA920端末が提供されます。
このA920端末を使ってICOCA電子マネー決済が出来るようになります。なお、

A920端末を使ってICOCA電子マネー決済をした場合は、後日、地域ポイントの還
元を行うこともできます。

①ICOCA地域ポイント事業について

■ICOCA電子マネーについて

※「ＩＣＯＣＡ」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。



■ICOCA地域ポイントについて
・仕組み
自治体や運営事務局によって発行された地域ポイントを利用者に提供し、地域ポ

イントが利用可能な加盟店でご利用いただきます。ご利用いただいたポイントは月
毎に運営事務局が集計を行い、その金額に応じて加盟店にお支払いをいたします。

・ポイント発行
＜自治体からのポイント発行＞
新見市オリジナルICOCAカードの発行時にポイントが付与されています。
将来的には、自治体が提供するサービス、地域活動に参加した際にもポイントが

付与されます。ポイントは即時に反映され、ご利用可能になります。

＜ICOCA電子マネー利用時のキャッシュバックによる発行＞
地域ポイント加盟店のA920端末にてICOCA電子マネーによる電子決済を行った

際には、実績に応じて一定率のポイントをキャッシュバックすることができます。
当月の利用実績が集計され、翌月にポイント合計が発行されます。

・ポイント利用
利用者に提供されたポイントは、ICOCA地域ポイント加盟店にてA920端末を用

いることで、購入代金の支払いにご利用いただけるようになります。ご利用できる
品目（業種・業態）はあらかじめ運営事務局とJR西日本にて選定が必要です。

①ICOCA地域ポイント事業について



■加盟店様のメリット

■実施体制
ICOCA地域ポイントを実施するにあたっては運営主体となる自治体様を中心

に、事業運営をサポートする地域ポイント事務局を設置し、地域ポイントの利
用者および加盟店にサービスを提供します。

地域ICOCA会員
（利用者）

加盟店
（店舗）

実施主体

新見市

新見市観光協会

地域ポイント
付与

地域ポイント
利用金額
支払い

地域ポイント
利用

①ICOCA地域ポイント事業について

・新見市民が、地域限定ポイントを
活用し、地域内でお得にお買い物
・全国共通のICOCAで旅行者も
利用可能

①域内でお得にお買い物 ②域内流通の増加/新規顧客獲得 ③手続きの簡素化

・域内流通の増加が見込まれる
ほか、地域限定ポイントをきっか
けとした新規顧客を獲得

・デジタルによる処理が可能であ
るため、手続きをより簡素に行う
ことが可能

①観光協会のHPで加盟店を確認 ②域内流通の増加/新規顧客獲得

・新見市観光協会のHPで加盟店一覧掲載
・行きたいお店の発見が容易に可能

観光協会HP

A店舗 B店舗

C店舗 D店舗

取扱い加盟店一覧

・広告宣伝の効果により、新規の顧客を獲得
・相乗効果で域内流通の増加



■端末の管理
・本事業には専用の決済端末（＝A920端末）をご利用いただきます。
ICOCA地域ポイントをご利用いただくための決済用端末となっており、参加加盟店
に設置され、ICOCA電子マネー及び地域ポイントの決済ができます。
加盟店毎にこちらの端末を管理していただきます。※端末は無料で貸与いたします。

・A920端末でできること、できないこと

※詳細については後述いたします。

電子マネーの決済 〇

地域ポイントの決済 〇

電子マネーのチャージ ×

地域ポイントのチャージ ×

電子マネー残高確認 〇

地域ポイント残高確認 〇

実績集計（売上確認） 〇

②事業開始後にしていただくこと



■決済方法（利用シーンごとの端末操作）

②事業開始後にしていただくこと

キャッシュレス

Ⅰ.ポイントでお支払い

200円

①購入金額を入力 ②ICOCAカードをかざす ③利用ポイント数を入力

④レシートが印字され
決済完了

Ⅱ.電子マネーのお支払

保有ポイント一括入力

200ポイント

キャッシュレス

キャッシュ
レス

現金

①購入金額を入力

200円

②ICOCAカードをかざす ③レシートが印字され決済完了
※利用者にはポイント還元予定

Ⅲ.地域ポイントで支払い、不足分を電子マネーもしくは現金で支払う

①不足分の支払い方法を選択

差引お支払い額を
現金収受してください

②電子マネーの場合

Ⅱ. 手順を繰り返す
電子マネーでお支払
した部分に関しては
ポイント還元の対象

③現金の場合

端末記載の残金
を現金で収受し、
決済完了



■実績集計
加盟店にお配りしている「A920端末」で日次集計、月次集計を行うことが

できます。
・日次集計を行う（ICOCA電子マネー及び地域ポイント）
・月次集計を行う（ICOCA電子マネー及び地域ポイント）

メインメニュー
「日計・中間系」から集計を行うことができます。
必要項目を入力してジャーナルを印字してください。

日計 9999年99月99日 99:99
99999999-JW99999999999      9999
9999年99月99日 99:99から
9999年99月99日 99:99まで
付与ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P
引去ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P
調整付与ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P
調整引去ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P

付与件数計 ZZZ,ZZZ,ZZ9件
引去件数計 ZZZ,ZZZ,ZZ9件
調整付与件数計 ZZZ,ZZZ,ZZ9件
調整引去件数計 ZZZ,ZZZ,ZZ9件

会員登録件数計 ZZZ,ZZZ,ZZ9件
取消件数計 ZZZ,ZZZ,ZZ9件
再印字件数計 ZZZ,ZZZ,ZZ9件

売上 9999年99月99日 99:99   9999
カード番号 JW*** **** **** 1234
ご利用金額 ¥ZZZ,ZZZ,ZZ9
使用ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P
差引お支払額 ¥ZZZ,ZZZ,ZZ9

付与 9999年99月99日 99:99   9999
カード番号 JW***********1234
今回ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P

引去 9999年99月99日 99:99   9999
カード番号 JW***********1234
使用ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P

取消 9999年99月99日 99:99   9999
9999年99月99日（日）99:99   9999
カード番号 JW*** **** **** 1234
ご利用金額 ¥ZZZ,ZZZ,ZZ9
使用ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P
差引お支払額 ¥ZZZ,ZZZ,ZZ9

取消 9999年99月99日 99:99   9999
9999年99月99日（日）99:99   9999
カード番号 JW*** **** **** 1234
今回ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P

取消 9999年99月99日 99:99   9999
9999年99月99日（日）99:99   9999
カード番号 JW*** **** **** 1234
使用ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P

日計・中間計

②事業開始後にしていただくこと



■利用者対応
・残高（ポイント）確認
端末上で特定の画面を選択するとICOCA電子マネー及び地域ポイントの残高
が確認できます。

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
TEL XXXXXXXXXXXXXXXX
9999年99月99日(日) 99:99
99999999-JW99999999999      9999
カード番号 JW*** **** **** 1234
保有ポイント ZZZ,ZZZ,ZZ9P
9999年99月99日失効 ZZZ,ZZZ,ZZ9P
9999年99月99日失効 ZZZ,ZZZ,ZZ9P
9999年99月99日失効 ZZZ,ZZZ,ZZ9P
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

ICOCA電子マネーの
場合は直接印字されます。

地域ポイントの場合は
画面に表示され、

その後印字も可能です。

②事業開始後にしていただくこと



③お申込み方法

■参加条件について
本事業に参加いただくにあたっていくつかの参加条件がございます。
内容をご理解の上ご応募ください。

・精算期間
運営事務局でJR西日本ICOCA電子マネーおよび地域ポイントの実績データを

事業者毎に集計し、振込データの作成、加盟店手数料を差し引いた金額を振り込
みます。

・振込手数料
振込手数料は運営事務局が負担します。
振込口座は1申込当たり1口座とします。

・本事業にかかるシステム利用料及び端末利用料
基本的には運営事務局が負担します。
※端末を利用する際の電気代等は加盟店負担となります。

・地域ポイント・交通系電子マネー利用時の加盟店手数料は３％とします。

・加盟店の責務
新見オリジナルICOCA加盟店規約に定めるとおりとします。

精算期間 取扱期間 支払い日 支払い日が休日の場合

月１回精算 月初～月末 翌月末日 直前の営業日



新見市内で事業を行っている事業者であれば基本的に参加・使用可能です。
しかし、以下の項目に該当する事業者はご参加いただけません。

③お申込み方法

反社会的な団体あるいは、反社会的な団体との繋がりが
ある者が関与している場合

違法な商品、サービス、商法または違法ではないものの
それらに準じ、一般的に問題とされるもの

ねずみ講等破たんの必然性や詐欺性等の高いもの

公序良俗に反する商品の販売・サービス提供

青少年の育成に悪影響を及ぼす恐れがあるもの

わいせつ性の高いもの

不正利用に繋がる恐れがあるものや換金性の高いもの

前払式支払手段による決済以外の取引に該当する恐れがある
もの

特定継続的役務に指定されるサービス

交通系電子マネーのブランドイメージを損なう恐れがあるも
の

この他、交通系電子マネー事業者が不適切と判断した業種等が追加される場合には、観光協
会よりご案内致します。



③お申込み方法

■申込用紙について
メール、FAX、郵送又は持参にて新見市観光協会迄ご提出ください。

ICOCAを活用した地域内経済活性化事業加盟店登録申請書兼誓約書 ICOCAを活用した地域内経済活性化事業加盟店登録申請書兼誓約書

加盟店募集資料及び利用規約の内容について遵守することを誓約し、取扱店舗の登録代行を申請します。 募集要項及び利用規約の内容について遵守することを誓約し、取扱店舗の登録代行を申請します。

※加盟店募集資料及び利用規約は下記URLからご覧いただけます。（7/7より閲覧可能予定） ※利用規約及び募集要項は下記URLからご覧いただけます。（7/7より閲覧可能予定）

https://niimi.gr.jp/info/info_detail/index/309.html

■入金先金融機関口座情報(※は必須項目です)

金融機関名※

支店名※

預金種別※

口座番号※

口座名義

（フリガナ）※

■事業者情報(※は必須項目です)

事業者名※

所在地※

TEL※

FAX※

担当者名※

メールアドレス※

■店舗情報(※は必須項目です)

店名※

店名(ふりがな)※

所在地※

TEL※

営業開始年月日※

営業時間※

定休日※

ジャンル※

(該当するものに

１つ〇を

付けてください)

ホームページ

（URL）
市内に複数の店舗がある場合は、店舗毎にご登録ください

※新見市オリジナルICOCA加盟店規約第４条に規定する費用負担については、無料とする。

※個人情報の取り扱いについて・・登録申請書に記載された個人情報については、本事業に関する業務の範囲内でのみ利用･管理･保管されます

送付先：(一社)新見市観光協会　〒718-0017 岡山県新見市西方472-10 送付先：新見市観光協会　〒718-0017 岡山県新見市西方472-10 

電話番号：0867-72-1177　FAX：0867-72-1188 電話番号：0867-72-1177　FAX：0867-72-1188

メールアドレス：info@niimi.gr.jp メールアドレス：info@niimi.gr.jp

スーパー　飲食料品店　 衣料･身の回り品取扱店　雑貨店　飲食店

メガネ･コンタクトレンズ･補聴器　　薬局　　バイク･自転車販売

旅館･ホテル　　クリーニング　　おもちゃ･ベビー用品

理容･美容店 　リフォーム業　 その他(　　　　　 　　　)

事務局長印

　普通預金・当座預金

　　　　年　　月　　日　　　　氏名　　　　　　　　　　　　印



■今後のスケジュール
受付からサービス開始まで事務局対応の流れ
登録の流れはICOCA電子マネーとICOCA地域ポイントは基本的に同じです。

①お申込受付（7/7(木)～7/20(水)まで）

ICOCA電子マネー及びICOCA地域ポイントの加盟店契約と
A920端末の設置申込みとなります。

②加盟店審査（7月下旬）

加盟店手続きを行うために運営事務局にて加盟店審査をいたし
ます。自治体としての１次審査

④A920端末設置準備（9月上旬）

決裁端末は通信機能を持っているため、ソフトバンクの電波が
届いていれば、工事等は不要ですが、電波状況の調査を行う場
合がありますので、ご協力をお願いします。

⑤A920端末設置（10月上旬）

運営事務局からA920端末等を加盟店にお渡しします。

③JR西日本の審査・登録（8月～10月）

事務局からJR西日本へ送付した書類をもとにJR西日本ICOCA
電子マネーとして二次審査
※ICOCA地域ポイントの登録は運営事務局が行います。

③お申込み方法



■用語の定義

・ICOCA電子マネー(電子マネー)
JR西日本が提供する鉄道やお買い物にご利用可能な電子マネーサービスです。

チャージすることにより繰り返しご利用いただくことができます。最大20,000
円までチャージが可能です。

・ICOCA地域ポイント(ポイント)
地域エリア限定でご利用可能なポイントシステムです。有効期間最大6か月の

ポイントを付与・利用することができます。

・ICOCA電子マネーカード
JR西日本が提供する鉄道やお買い物にご利用可能な電子マネーを利用するた

めのICカードです。専用窓口の専用端末で会員登録処理を行うことでICOCA地
域ポイントが利用できるようになります。

・新見市オリジナルICOCAカード
ICOCA地域ポイントを利用可能にする登録が完了した専用ICOCAカードのこ

とです。大人こどもの区別はありません。

・地域ポイント利用者
ICOCA地域ポイントを利用可能なICカード等を保有し、ICOCA地域ポイント

を利用するための会員登録手続きを完了された方を指します。

・加盟店
ICOCA地域ポイント事業に賛同いただき、ご登録いただいた加盟店・事業者

を指します。ICOCA電子マネーとICOCA地域ポイントの両方にご登録いただき
ます。

・非加盟店
ICOCA地域ポイント事業に加盟いただく前の状態の加盟店・事業者を指しま

す。加盟申し込みをいただくことで加盟店となります。

④その他



④その他

お問い合わせ先

(一社)新見市観光協会

〒718-0017 
岡山県新見市西方472-10

TEL：0867-72-1177
FAX：0867-72-1188

メール：info@niimi.gr.jp

営業時間
09:00～17:00

（年末年始を除く）

HP：https://www.niimi.gr.jp/


